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(我
当薬局の
施設基準届出状況について1

当薬局は、以下の届出状況欄に●の記載がある項目について地方厚生局に

より要件審査のうえ受理されている薬局です。

届出状況 項目 点数 内容 

調剤基本料1 45点 
基本料2、3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない、 

又は医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 

調剤基本料2 29点 

①月4,000回避かつ 

上位3の保険医療機関の集中率の合計70%超 

②月2,000回超-4,000回かつ 

特定の保険医療機関の集中率85%超 
③月1,800回超一2,000回かつ 

特定の保険医療機関の集中率95%超 
④特定の保険医療機関からの処方箋受付回数が 
月4,000回避 

調剤基本料3(イ) 24点 

同-グレープの保険薬局数が300未満であり、 

以下いずれかに該当する保険薬局 
:l月3.5万国超へ4万回以下かつ集中率95%超 

②月4万回超へ40万回以下かつ集中率85%超 

③月3.5万回超へ40万回以下かつ特定の 

保険医療機関と不動産の賃貸借関係あり 

調剤基本料3(口) 19点 

同-グループの保険薬局数が300以上又は 

月40万回超であり、以下いずれかに該当する保険薬局 
①集中率85%超 

②特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係あり 

● 調剤基本料3(ハ) 35点 同-グループの保険薬局数が300以上又は月40万国超、 

かつ集中率85%以下の保険薬局 

特別調剤基本料A 5点 保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、 
かつ集中率50%超の保険薬局 

地域支援体制加算1 32点 基本料1を算定している保険薬局で、 

地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある 

地域支援体制加算2 40点 基本料1を算定している保険薬局で、 

地域医療への貢献に係る体制や相当の実績がある 

地域支援体制加算3 10点 

基本料1又は特別調剤基本料B以外を 
算定している保険薬局で、 

地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある 

● 地域支援体制加算4 32点 
基本料1又は特別調剤基本料8以外を 
算定している保険薬局で、 

地域医療への貢献に係る体制や相当の実績がある 

※ 【調剤基本料】施設基準の届出をしていない薬局→ 「特別調剤基本料B」3点
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